
北
朝
鮮
に
対
し
て

わ
が
国
独
自
の
制
裁
措
置

　

前
回
、
マ
ネ
ロ
ン
等
リ
ス
ク
の
低

減
措
置
と
し
て
は
、
個
々
の
顧
客
に

着
目
す
る
顧
客
管
理
と
、
取
引
状
況

を
分
析
し
異
常
取
引
や
制
裁
対
象
取

引
を
検
知
す
る
手
法
が
あ
り
、
金
融

機
関
等
は
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て

リ
ス
ク
低
減
措
置
を
講
じ
て
い
る
、

と
説
明
し
た
。
今
回
は
、
制
裁
対
象

等
の
取
引
を
検
知
・
排
除
す
る
取
引

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
、
そ
の

課
題
を
深
掘
り
す
る
。

　

わ
が
国
の
経
済
制
裁
は
、
基
本
的

に
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
制
裁
決

議
に
基
づ
き
、
外
為
法
や
国
際
テ
ロ

リ
ス
ト
財
産
凍
結
法
に
よ
っ
て
制
裁

対
象
者
を
指
定
・
告
示
し
て
、
金
融

機
関
等
に
遅
滞
な
く
適
切
な
措
置
を

講
じ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
国
連

安
保
理
制
裁
決
議
に
加
え
て
、
外
為

法
に
お
い
て
は
、「
我
が
国
の
平
和

及
び
安
全
の
維
持
の
た
め
特
に
必
要

が
あ
る
と
し
て
対
応
措
置
を
講
ず
べ

き
旨
の
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
た
と

き
」
に
は
、
独
自
の
経
済
制
裁
を
可

能
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
北
朝
鮮

に
対
し
て
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
国

連
安
保
理
に
基
づ
く
制
裁
に
加
え
て
、

わ
が
国
独
自
の
制
裁
を
課
す
な
ど
、

人
道
支
援
を
除
く
ほ
ぼ
す
べ
て
の
取

引
が
許
可
制
と
な
っ
て
い
る
。

　

他
方
、
北
朝
鮮
は
、
２
０
２
１
年

９
月
以
降
、「
極
超
音
速
ミ
サ
イ
ル
」

と
称
す
る
も
の
や
変
則
軌
道
で
飛
翔

可
能
な
新
型
短
距
離
弾
道
ミ
サ
イ
ル

な
ど
を
立
て
続
け
に
発
射
し
、
そ
の

態
様
も
鉄
道
発
射
型
や
潜
水
艦
発
射

型
な
ど
多
様
化
し
て
い
る
。
加
え
て
、

特
に
22
年
以
降
、
大
陸
間
弾
道
ミ
サ

イ
ル
級
を
含
め
、
か
つ
て
な
い
高
い

頻
度
で
ミ
サ
イ
ル
発
射
を
執
拗
に
繰

り
返
し
、
国
際
社
会
に
対
す
る
挑
発

を
一
方
的
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い

る
（
注
１
）。

　

日
本
国
内
で
は
、
実
際
に
日
本
に

ミ
サ
イ
ル
が
落
ち
る
よ
う
な
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
偶
発
的
な
ミ
サ
イ

ル
落
下
の
可
能
性
は
常
に
あ
り
得
る
。

実
際
に
、
日
本
政
府
は
23
年
４
月
13

日
、
発
射
さ
れ
た
ミ
サ
イ
ル
の
う
ち

一
つ
が
「
北
海
道
周
辺
に
落
下
す
る

と
み
ら
れ
る
」
と
発
表
、
そ
の
後

「
落
下
の
可
能
性
が
な
く
な
っ
た
」

と
あ
ら
た
め
て
発
表
し
た
。

北
朝
鮮
が
過
去
最
高
額
の

暗
号
資
産
を
盗
難

23
年
４
月
５
日
、
国
連
安
保
理
は
、

対
北
朝
鮮
制
裁
の
履
行
状
況
を
調
べ

る
専
門
家
パ
ネ
ル
の
年
次
報
告
書

（
注
２
）
を
公
表
し
た
。
報
告
書
は
22

年
に
北
朝
鮮
が
過
去
最
高
額
の
暗
号

資
産
（
仮
想
通
貨
）
を
盗
ん
だ
と
強

調
し
た
ほ
か
、
米
国
の
主
張
を
引
用

す
る
か
た
ち
で
ロ
シ
ア
に
武
器
輸
出

を
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る
。
専
門
家
パ
ネ
ル
報
告
書

に
よ
れ
ば
、
北
朝
鮮
は
22
年
に
前
年

に
比
べ
て
約
２
倍
の
６
億
〜
10
億
㌦

と
「
過
去
最
高
額
の
仮
想
通
貨
を
盗

ん
だ
」
と
し
、「
よ
り
巧
妙
な
技
術
を

使
い
、
仮
想
通
貨
に
関
連
す
る
金
融

シ
ス
テ
ム
に
ア
ク
セ
ス
し
た
り
、
兵

器
開
発
に
利
用
で
き
る
情
報
な
ど
を

取
得
し
た
り
し
た
」
と
分
析
し
て
い

る
。
ま
た
、「
仮
想
通
貨
の
匿
名
性

ＫＰＭＧ／あずさ監査法人
金融アドバイザリー事業部　
エグゼクティブ・アドバイザー

尾崎 寛

日
本
の
マ
ネ
ロ
ン
対
策
、
次
の
一
手

北
朝
鮮
関
連
取
引
の

検
知
・
排
除
に
関
す
る
課
題

【
連
載
】
第
９
回
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等
を
利
用
し
て
違
法
に
奪
っ
た
資
産

や
そ
の
出
所
を
隠
蔽
し
て
い
る
」
と

指
摘
し
て
い
る
。

　

米
国
財
務
省
外
国
資
産
管
理
局

（
Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｃ
）
は
23
年
４
月
24
日
、

大
量
破
壊
兵
器
や
ミ
サ
イ
ル
へ
の
資

金
供
与
と
み
ら
れ
る
北
朝
鮮
の
暗
号

資
産
の
マ
ネ
ロ
ン
に
関
与
し
た
と
し

て
、
中
国
で
活
動
し
て
い
た
３
名
を

経
済
制
裁
の
対
象
に
指
定
し
た
（
注

３
）。
Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｃ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、

彼
ら
は
、
北
朝
鮮
の
サ
イ
バ
ー
犯
罪

組
織
と
さ
れ
る
ラ
ザ
ル
ス
・
グ
ル
ー

プ
（
注
４
）
等
の
た
め
に
、
窃
取
さ
れ

た
数
百
万
㌦
相
当
の
暗
号
資
産
を
法

定
通
貨
に
換
え
て
い
た
。

　

ま
た
、
米
国
司
法
省
は
23
年
４
月

25
日
、
国
際
的
な
大
手
た
ば
こ
会
社

に
対
し
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
経
由

し
て
北
朝
鮮
に
タ
バ
コ
を
不
法
に
輸

出
し
て
い
た
と
し
て
、
同
社
が
６
億

３
５
０
０
万
㌦
の
過
料
を
支
払
い
、

起
訴
猶
予
処
分
に
合
意
し
た
こ
と
を

公
表
し
た
（
注
５
）。

金
融
機
関
に
お
け
る

三
つ
の
留
意
点

　

国
連
安
保
理
北
朝
鮮
制
裁
委
員
会

専
門
家
パ
ネ
ル
の
報
告
書
や
米
国
政

府
の
公
表
文
書
に
よ
れ
ば
、
洋
上
で

積
み
荷
を
移
し
替
え
る
「
瀬
取
り
」

や
「
第
三
国
を
経
由
し
た
貿
易
」

「
暗
号
資
産
」
等
が
北
朝
鮮
に
悪
用

さ
れ
、
ミ
サ
イ
ル
開
発
等
に
使
わ
れ

て
い
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
21
年
８
月
に
公
表
さ
れ
た

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
第
４
次
対
日
相
互
審
査
報

告
書
に
お
い
て
も
、「
北
朝
鮮
と
の

地
理
的
近
接
性
お
よ
び
日
本
の
一
部

の
居
住
者
と
北
朝
鮮
の
市
民
と
の
文

化
的
つ
な
が
り
に
よ
り
、
北
朝
鮮
制

裁
の
違
反
へ
の
脆
弱
性
が
高
ま
っ
て

い
る
」「
日
本
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
は
、
知

ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
テ
ロ
資
金

供
与
の
活
動
に
巻
き
込
ま
れ
る
危
険

性
が
あ
る
」
等
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
注
６
）。

　

銀
行
、
資
金
移
動
業
者
、
暗
号
資

産
交
換
業
者
を
含
む
金
融
機
関
等
は
、

こ
れ
ら
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
上
で
、

関
係
法
令
等
に
基
づ
き
、
以
下
三
つ

の
措
置
を
適
切
に
講
じ
る
必
要
が
あ

る
。
第
一
に
、
国
連
安
保
理
制
裁
決

議
や
官
報
で
の
告
示
に
よ
る
制
裁
指

定
に
つ
い
て
は
、
遅
滞
な
く
対
応
す

べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
取
引

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
照
合
リ
ス
ト
の

更
新
を
遅
滞
な
く
（
24
時
間
以
内
）

に
行
い
、
す
べ
て
の
口
座
名
義
人

（
法
人
の
場
合
は
、
実
質
的
支
配
者

も
含
む
）
と
の
シ
ス
テ
ム
照
合
を
夜

間
バ
ッ
チ
処
理
で
実
施
す
る
こ
と
、

外
為
取
引
（
仕
向
け
、
被
仕
向
け
）

や
新
規
契
約
時
、
特
定
取
引
発
生
時

に
照
合
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
顧
客
の
実
態
や
商
流
、

資
金
の
流
れ
を
リ
ス
ク
に
応
じ
た
頻

度
と
深
度
で
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
国
を
経
由
し
て
北
朝
鮮
関
係
者

に
関
係
す
る
可
能
性
の
あ
る
取
引
を

検
知
し
た
場
合
、
取
引
の
取
り
扱
い

を
い
っ
た
ん
停
止
、
確
認
に
必
要
な

情
報
を
顧
客
か
ら
入
手
し
検
証
を
行

う
と
と
も
に
、
必
要
な
場
合
は
、
取

引
謝
絶
が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
手

続
き
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
く
べ

き
だ
。
ま
た
、
法
人
の
実
質
的
支
配

者
情
報
は
、
可
能
な
限
り
最
新
で
正

確
で
あ
る
よ
う
に
、
リ
ス
ク
に
応
じ

て
顧
客
と
日
頃
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
り
、
必
要
に
応
じ
て
信

頼
に
足
る
証
跡
を
求
め
て
確
認
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
あ
い
ま
い
検
索
機
能
を

活
用
し
て
い
る
取
引
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
、
デ
ー
タ
連

携
や
シ
ス
テ
ム
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関

し
て
、
定
期
的
に
検
証
し
、
必
要
に

応
じ
て
調
整
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。

　

何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
は
、
北
朝

鮮
等
の
制
裁
対
象
国
・
者
と
の
取
引

に
、
日
本
の
金
融
機
関
が
巻
き
込
ま

れ
て
は
い
け
な
い
、
日
本
の
金
融
シ

ス
テ
ム
が
悪
用
さ
れ
て
は
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
注
）１　

防
衛
省
・
自
衛
隊
「
北
朝
鮮
の

ミ
サ
イ
ル
等
関
連
情
報
」、
防
衛
省

「
北
朝
鮮
に
よ
る
核
・
弾
道
ミ
サ
イ

ル
開
発
に
つ
い
て
」（
23
年
２
月
）

２　

国
連
安
保
理
北
朝
鮮
制
裁
委
員

会
専
門
家
パ
ネ
ル
報
告
書
『F

inal 
report of the P

anel of E
xperts 

subm
itted pursuant to resolu-

tion 2627 (2022)

』

３　

https://hom
e.treasury.gov/

new
s/press-releases/jy1435

４　

22
年
10
月
4
日
、
金
融
庁
、
警

察
庁
、
内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー
は
、「
北
朝
鮮
当
局
の

下
部
組
織
と
さ
れ
る
ラ
ザ
ル
ス
と
呼

称
さ
れ
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
グ
ル
ー
プ

に
よ
る
暗
号
資
産
関
連
事
業
者
等
を

標
的
と
し
た
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
つ
い

て
（
注
意
喚
起
）」
を
公
表
。

５　

23
年
４
月
25
日
、
米
国
司
法
省

プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

６　

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
第
４
次
対
日
相
互
審

査
報
告
書
（
18
ペ
ー
ジ
50
項
）
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